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１．令和６年３月２５日午後１時３０分より、余市町農村活性化センター集会室におい

て、第９回余市町農業委員会総会を余市町農業委員会会長 細山正己これを招集した。 

 

２．定刻までに参集した委員は次のとおりである。 
 

議席番号     １番       中 岡 博 晃 

〃       ２番       山 本 秀 弘 

〃       ３番       川 合   一 

〃       ４番       落   雅 美 

〃       ５番       宮 野 秀 子 

〃       ６番       井 川 和 彦 

〃       ７番       野 呂 栄 二 

〃       ８番       茅 根 英 昭 

〃       １１番       石 岡   渡 

〃       １２番       梅 田   徹 

〃        １３番       有 田   均 

〃      １４番       片 山   裕 

〃           １６番       細 山 正 己 

 

３. 本日、この会議に欠席した委員は次のとおりである。 
 

議席番号      ９番       坂 本 純 科 

〃       １０番       土 居 義 和 

〃      １５番       曽 我 貴 彦 

 

４．本日、この会議に参与したる者の職・氏名は次のとおりである。 
 

余市町農業委員会  事 務 局 長  濱 川 龍 一 

          事 務 局 次 長  中 村 利 美 

          農 地 係 主 事  篠 原   司 

 

５．本日の日程は、次のとおりである。 
 

議事録署名委員の指名 

  議案第１号 農地転用計画に係る意見書について（区域除外） 

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第３号 旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用 

集積計画の決定について 

 議案第４号 令和６年度最適化活動の目標の設定等（案）並びに令和６年度余市 

町農業委員会活動計画（案）について 

 

 

 



 

  

（開会宣言の時刻午後 1時３０分） 

 

議  長  定刻になりましたので、ただ今から第９回余市町農業委員会総会を開会い

たします。 

ただ今の出席委員は１３名であります。 

よって、過半数に達しましたので、余市町農業委員会会議規則第１０条の

規定により総会は成立いたしました。 

なお、本日、９番・坂本委員、１０番・土居委員、１５番・曽我委員は所

用のため、欠席する旨の届出がありましたことをご報告いたします。 

本総会の傍聴についてご報告いたします。 

本会会議規則第３０条の規定に基づき、報道関係者を除く一般傍聴人を１

０名に制限することをご報告いたします。 

本総会に付議する案件は、議案４件であります。 

それでは、日程に入らせていただきます。 

はじめに、議事録署名委員の指名についてをお諮りいたします。 

 

一  同  議長指名 

 

議  長  議長指名ということですので、私の方から指名させていただきます。 

８番・茅根委員、１番・中岡委員のご両名にお願い申し上げます。 

それでは、案件の審議入ります。 

議案第１号 農地転用計画に係る意見書について（区域除外）についてを

議題に供します。 

番外から内容説明をいたさせます。 

 

篠原主事  ただ今、上程されました、議案第１号につきまして朗読、説明させていた

だきます。 

      議案第１号 農地転用計画に係る意見書について（区域除外）。 

      このことについて、農業振興地域の整備に関する法律に基づき下記の者か

ら農用地区域除外の申し出があったので、これが転用計画に係る意見書の可

否について審議採決願いたい。 

      令和６年３月２５日提出、余市町農業委員会会長 細山正己。 

  申請番号１番、申請人住所氏名、■■■■■■■■■■、■■■■■。申

請農地、■■■■■■■■■、公簿畑、面積■■■㎡、転用目的につきまし

ては、農家用住宅建築のためでございます。 

備考につきましては、都市計画区域内用途地域外、農用地区域内、第１種

農地でございます。 

      ４ページをお開き願います。 

      申請地につきましては、■道■■■■線の沿線の色塗り部分の土地でござ

います。 



 

  

      補足説明といたしまして、申請番号１番は、■■氏が住宅を建築するため、

申請農地を農業振興地域内農用地区域から区域除外する必要があることから、

余市町長に意見を求められたものであります。 

      以上、１件の申請でございます。ご審議の上、ご決定賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

 

議  長  事務局からの内容説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第１号につきまして、ご異議ございませんでしょうか。 

 

一  同  異議なし 

 

議  長  ご異議がないようですので、議案第１号につきましては、提案のとおり可

と決定いたします。 

次に、議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請についてを議題に

供します。 

番外から内容説明をいたさせます。 

 

篠原主事  ただ今、上程されました、議案第２号につきまして朗読、説明させていた

だきます。 

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について。 

     このことについて、下記の者から農地法第５条の規定による許可申請書の提

出があったので実情検討の上、審議採決願いたい。 

 令和６年３月２５日提出、余市町農業委員会会長 細山正己。 

 申請番号１番、申請人住所氏名、貸主、■■■■■■■■■■■■■、■

■■、借主、■■■■■■■■■■■、■■■■■■、■■■■■ ■■、

土地の表示につきましては、■■■■■■■、地目、公簿現況ともに畑、面

積■■■■■㎡、外■筆、計■筆で合計面積■■■■■㎡。 

事業内容につきましては、■■■■■■■■■■■■■■工事に伴う工事

事務所、工事用道路、駐車場一時設置のために農地の一時転用を行うもので

ございます。 

      工事計画年月日につきましては、許可後から令和７年２月８日まででござ

います。 

      農地法に基づく許可基準につきましては、運用通知第２の１の（１）のア

の（イ）のｃの規定に該当するでございます。 

      備考につきましては、都市計画区域内用途地域外、農用地区域内でござい

ます。 

      ６ページをお開き願います。 

      申請地につきましては、■道■■■■線の沿線の色塗り部分の土地でござ

います。 

      農地法第５条調査書につきましては、７ページから８ページに記載してお



 

  

ります。 

      なお、本申請は、第８０回北海道農業会議総会での申し合わせにより、北

海道農業会議への意見聴取が必要となるため、来月の２５日に開催される北

海道農業会議常設委員会に諮り、許可相当の場合は、北海道農業会議会長専

決に基づき許可書を交付いたしたいと考えております。 

５ページにお戻り願います。 

      続きまして、申請番号２番、申請人住所氏名、貸主、■■■■■■■■■

■、■■■、借主、■■■■■■■■■■■、■■■■■、土地の表示につ

きましては、■■■■■■■■■、地目、公簿現況ともに畑、面積■■■㎡。 

事業内容につきましては、農家用住宅建築のためでございます。 

      工事計画年月日につきましては、許可後から令和６年１１月１２日までで

ございます。 

      農地法に基づく許可基準につきましては、運用通知第２の１の（１）のイ

の（イ）のｈの規定に該当するでございます。 

      備考につきましては、都市計画区域内用途地域外、農用地区域内、第１種

農地でございます。 

      ９ページをお開き願います。 

      申請地につきましては、■道■■■■線の沿線の色塗り部分の土地でござ

います。 

      農地法第５条調査書につきましては、１０ページから１１ページに記載し

ております。 

以上２件の申請でございます。 

ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  

議  長  事務局からの内容説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第２号につきまして、ご異議ございませんでしょうか。 

 

一  同  異議なし 

 

議  長  ご異議がないようですので、議案第２号につきましては申請のとおり可と

決定いたします。 

ここで暫時休憩いたします。 

 

      （休憩中に農用地利用集積推進会議開催） 

（休憩時間 午後１時３８分～午後１時４４分） 

 

議  長  それでは、休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

議案第３号 旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用

地利用集積計画の決定について議題に供します。 

番外から内容説明をいたさせます。 



 

  

 

中村次長  ただ今、上程されました議案第３号につきまして朗読、説明させていただ

きます。 

議案第３号 旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用

地利用集積計画の決定について。 

旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、余市町長より決

定を求められた、別紙、農用地利用集積計画について、審議採決願いたい。 

令和６年３月２５日提出、余市町農業委員会会長 細山正己。 

１３ページをお開き願います。農用地利用集積計画書、所有権移転でござ

います。 

１、各筆明細 

所有権を移転する者、■■■■■■■■■■■■■■■■、■■■■。 

所有権の移転を受ける者、■■■■■■■■■■■■、■■■。 

所有権を移転する土地は、■■■■■■■■■■■、地目、登記簿・現況

とも畑、面積は■■■■■㎡の■筆でございます。  

所有権の移転の内容につきましては、所有権の移転時期、令和６年３月２

５日、対価■■■万円を支払期限の令和６年４月３０日までに指定口座に振

込むものでございます。 

１４ページをお開き願います。 

２、共通事項でございます。 

１５ページをお開き願います。 

３、所有権の移転を受ける者の農業経営の状況等でございます。 

１６ページをお開き願います。 

農用地利用集積計画作成にかかる協議経過報告書でございます。 

１７ページをお開き願います。 

申出地は、■道■■■■■線から■道■■■線を約■■■ｍ入った■■の

色塗り部分の土地となっております。 

１８ページをお開き願います。 

農用地利用集積計画作成に係る旧農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

確認書でございます。 

農用地利用集積計画は、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各号

に該当する必要があり、決定を求められた計画内容は、要件を満たしている

と考えます。 

以上、議案第３号 旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画の決定について、ご説明申し上げましたので、各委員

におかれましては、よろしくご審議ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

 

議  長  事務局からの内容説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第３号につきまして、ご異議ございませんでしょうか。 

 

一  同  異議なし 



 

  

議  長  ご異議がないようですので、議案第３号につきましては、提案のとおり可

と決定いたします。 

次に、議案第４号 令和６年度最適化活動の目標の設定等（案）並びに令

和６年度余市町農業委員会活動計画（案）についてを議題に供します。 

      番外から内容説明をいたさせます。 

 

濱川局長  ただ今、上程されました議案第４号につきまして、朗読、説明させていた

だきます。 

議案第４号 令和６年度最適化活動の目標の設定等（案）並びに令和６年

度余市町農業委員会活動計画（案）について。 

令和６年度最適化活動の目標の設定等（案）並びに令和６年度余市町農業

委員会活動計画（案）について、別紙のとおり本会に付議する。 

令和６年３月２５日提出、余市町農業委員会会長 細山正己。 

２０ページをお開き願います。 

 令和６年度最適化活動の目標の設定等（案）でございます。 

農業委員会の状況として、農業委員会の現在の体制、農家・農地等の概要

について記載しております。 

２１ページをお開き願います。 

最適化活動の目標でございます。 

農地の集積の現状及び課題について、管内の農地面積は１,４２０ｈａ、こ

れまでの集積面積は１,１８３ｈａとなっており集積率は８３.３％となって

おります。 

課題といたしまして、経営主の高齢化、担い手不足による遊休農地化、農

地の分散等が農地の確保・有効利用を図る上での課題となっております。 

目標でございますが、今年度の新規集積面積は１０ｈａ、今年度末の集積

面積は１，１９３ｈａとしております。 

      遊休農地の現状は２．８ｈａ、課題は、経営主の高齢化と担い手不足によ

る遊休農地の発生防止と解消であります。 

解消目標面積は、４ｈａのうち０．８ｈａとしております。 

      なお、現状の面積と目標の面積が合いませんが、目標で使用する面積が令

和３年度の面積とすることとなっておりまして、違うものであります。 
２２ページをお開き願います。 

新規参入の促進でございますが、令和元年度は１４経営体、３７.１ｈａ、

令和２年度は７経営体、１４．２ｈａ、令和３年度は１０経営体、２３．６

ｈａとなっております。 

課題といたしましては、担い手の高齢化が進んでいる中、新規就農者を育

成・確保し、就農後の定着を図るため、関係機関等と連携を図り、情報収集

を行い、意欲ある新規就農者等への確保に努めます。 

また、既に就農している新規就農者へのフォローアップを行うこととして

おります。 
最適化活動の活動目標ですが、日数目標は１人当たり月５日としておりま



 

  

す。 

活動強化月間の設定ですが、８月に農地パトロールによる遊休農地の発生・

解消等、１２月、２月に農地利用の意向確認を目標としております。 

      新規参入相談会への参加は１回、北海道新規就農フェアへの参加を目標と

しております。 

２３ページをお開き願います。 

次に、令和６年度余市町農業委員会活動計画（案）でございます。 

１、活動計画の趣旨ですが、余市町の農業は、明治時代に始まり、令和を

迎えた今日まで、恵まれた気候風土と地の利を活かし、先人のたゆまぬ努力

により果樹と野菜の食料生産基地として重要な役割を果たしてきました。 

昨今は、後志自動車道が余市町まで開通するなど道路網の整備が順調に進

む中、一大消費地である札幌市やインバウンドで賑わう倶知安ニセコエリア

をターゲットとし、高付加価値な農産物を広域的販売に繋げられるかが重要

な課題となっております。 

余市町農業委員会は、これまで継続して取り組んできた地域農業発展のた

めの諸施策と今日の課題を踏まえ、農業構造の改善を推進してきましたが、

近年は担い手・後継者不足が深刻化、更には地域農業の人手不足の加速化な

ど厳しい状況となっており、その解消に向け新規就農者の受け入れや農地の

利用集積の促進など、農地利用の最適化の推進に関して活動目標を設定し、

着実な成果を上げていくことが求められております。 

また、１０年後を見据えた農用地等の利用者を示す地域の目標地図を作成

するなど、農業経営基盤強化促進法等の一部改正による国の施策にも対応し

なければなりません。 

このような諸課題を踏まえ、農業委員会系統組織の全国統一理念のもとに、

全農業委員が一体となって地域農業及び農業者の利益代表機関である行政委

員会として、関係行政庁及び団体と連携協力しながら、本町農業の振興、農

業者の経営と生活の安定向上を目指すとともに、農地行政関係業務や農業経

営の合理化・効率化に資する業務などに精励し、農業委員一人ひとりが責任

を持ってかつ積極的に啓蒙啓発・相談・情報収集活動に取り組み、「地域農業

者と共に行動する農業委員会づくり」を基調とした活動に努め、地域農業者

の期待に応えるべく取り組みを推進します。 
２、活動計画の重点事項及び取り組みとしまして７項目挙げております。 

      １）優良農地の確保・有効利用の推進と遊休農地の発生防止・解消 

２４ページをお開き願います。 

      ２）農地流動化の促進と利用増進の推進 

      ３）地域農業振興対策の推進 

      ４）担い手の育成・確保対策の推進 

５）農業者年金業務の推進 

２５ページをお開き願います。 

６）情報提供の推進 

      ７）農業委員会組織としての役割 



 

  

以上、議案第４号 令和６年度最適化活動の目標の設定等（案）並びに令

和６年度余市町農業委員会活動計画（案）についてご説明申し上げましたの

で、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

 
議  長  事務局からの内容説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第４号につきまして、ご異議ございませんでしょうか。 

 

一  同  異議なし 

 

議  長  ご異議がないようですので、議案第４号につきましては、提案のとおり可

と決定いたします。 
以上、本日ご提案申し上げました案件は、全て終了いたしましたので、第

９回総会を閉会いたします。 

 

 

 

         （閉会宣言の時刻 午後１時５５分） 

         （本会議所要時間 １９分） 

 

 

 

 

この議事録は相違ないことを認め、署名する。 

 

 

議     長  余市町農業委員会  会  長 

 

 

議事録署名委員  余 市 町 農 業 委 員   １ 番 
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